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一 般 質 問一 般 質 問そこが聞きたい ! ! 　一般質問は､議員が市政全般について､自由なテーマで市長に質問･政策提言を行うもので､市民の声を市政に
届けるものです｡ 3月定例会では､16名の議員が一般質問を行いました｡ここでは､質問と答弁の一部をご紹介
します｡なお､質問の内容は､質問した議員が作成しています｡  【インターネット録画配信もご覧ください】　一般質問のようすは、インターネット録画配信をしています。また、議員名の横の2次元コードから、該当議員の動画へ

アクセスできます（パソコンやスマートフォンで視聴できます。閲覧可能期間は2年間です）。

（ 9 ） （ 8 ）

◆入曽地区のまちづくり
①駅前整備や公民館の更新、学校跡地の活用な
ど課題が多い入曽地区のまちづくりをどのよう
に進めていくか。
②まちづくりにおいて考慮すべきは住民感情で
あると考えるが、入間中学校跡地などの活用方
法を早期に示せなかった理由は。
③入曽地区のまちづくりをどのように進めてい
くか、市長の所信を伺いたい。
総合政策部長 ①入曽駅周辺整備は現在、基本計
画の策定に取り組んでいる。入曽公民館は、地域
住民からの要望などを踏まえ、入間中学校跡地
に入曽地区地域交流施設（仮称）として建て替え
る方針であり、また、学校跡地全体の利用の方向
性も検討し、早期に案を示したい。

②接続道路の両側拡幅の可能性や都市計画法上
の用途制限、公共施設等総合管理計画との整合
など、さまざまな検討が必要だったため。
市長 ③厳しい財政状況の中、多くの困難を伴う
ことが予想され、今回が最後の機会と考えてい
る。議論ではなく具体的に実現に向けて行動に
移すべきだと考えている。

その他のテーマ

▶シティプロモーションの推進

◆狭山市の魅力づくり
①市ゆかりのアニメ・漫画などを活用しては。
②御朱印をテーマにした「パワースポットめぐ
り」を。
③ご当地マンホールの作製を。
環境経済部長 ①市にゆかりのある作品が制作
された場合は、魅力づくりの資源の一つとして、

利活用を検討していきたい。
②市内で御朱印がいただける神社や寺院を把握
し、観光協会などと連携して観光振興や狭山の
魅力づくりを、検討していきたい。
上下水道部長 ③狭山市のご当地マンホールは、
市の花木鳥をデザインしたものを使用している
が、今後は現在使用しているデザインの見直し
を含めて検討していく。

◆債権の管理と回収
　体制の強化や一元的な管理を図るため、統一
基準となる「指針」や「条例」を制定するべきでは。
市長 地方自治法の債権管理の規定を補完する
意義があることから、今後、先進自治体の事例な
どを参考に研究していく。

その他のテーマ

▶アニ玉祭などへの見解
▶市内４駅の発車メロディー
▶債権の管理

◆入間中学校跡地利用にグランドデザインを
　入間中学校跡地利用計画ができるまでに、基
本方針やあり方を示す考えは。
総合政策部長 入間中学校跡地利用計画は、地域
の実情に則した公共施設の適正配置などを念頭
に、さまざまな視点から総合的な検討を行う。
また、平成29年度中には基本的な方針を示すこ

とができるように取り組んでいく。

◆地域交流施設（仮称）に法的な位置づけを
①公民館は社会教育法に基づく施設だが、入曽
公民館更新事業で建てられる地域交流施設（仮
称）は、どのような法律に基づくものか。
②市の条例の制定時期は。
③社会教育法に明記されている公民館の目的と
事業は、地域交流施設（仮称）でも継承するのか。 
総合政策部長 ①地方自治法に基づき、市の条例
により設置するもの。
②31年度中を予定している。
③これまでの公民館の機能を継承することとし
ており、新たに制定する条例などに目的と事業
を盛り込みたい。

その他のテーマ

▶保育所や公園整備の可能性
▶地域交流施設（仮称）の利点
▶生活保護高齢被保護者の支援

◆就学援助の対象を広げては
①新入学児童生徒への就学援助を入学前に実施
できないか。また、国が就学援助の対象として認
めているＰＴＡ会費が、市では対象外である。会
費は卒業式に使う証書入れなどにも利用されて
おり、対象にすべきでは。
②修学旅行費を後払いではなく、前払いにする
ことで、お小遣いを渡せる。実現を。
学校教育部長 ①新入学児童の確定は新年度直
前のため、小学校入学前の支給は難しい。中学校
の新入学生徒は、早期に把握できるため、まずは
中学校入学前の支給を検討したい。ＰＴＡ会費
は、学校間で差があるため対象としていない。
②中学校によっては分割で集金して、保護者負
担に配慮しており、前払いは考えていない。

◆学校給食の無償化で子育てを支援
　給食費無償化の自治体は55ある。完全無償で
なくとも、半額無償化や第２、第３子以降を無償
化することはできないか。
学校教育部長 給食費の負担が困難な家庭には
援助の措置が講じられており、完全無償化や準
無償化は、現在のところ実施する考えはない。

その他のテーマ

▶就学援助は入学前に
▶修学旅行費の前払いを
▶学校給食費補助制度を
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狭山市駅西口広場のARマンホール

アニメなど地域資源の活用で
活性化・観光振興を

住民感情に配慮した
まちづくりを

金子　広和（創造）

土方　隆司（新政みらい）

入間中学校跡地利用に
グランドデザインを

三浦　和也（創政会）

子どもの貧困・貧困の連鎖を
なくすために
猪股　嘉直　（日本共産党）


